
厚生委員会情報連絡 

令和７年７月４日 

情報連絡事項  頁 

１ 「すこやかプラザ あだち」のオープニングセレモニー及び、内覧会等の 

実施結果について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 「第７回あだち保護猫たちの譲渡会」の開催結果について・・・・・・・・・・・６ 

３ 令和６年度 ハクビシン・アライグマ対策の実績報告及び令和７年度の主な 

取り組み方針について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

【参考】≪子ども・子育て支援対策調査特別委員会報告事項≫ 

※ 資料は、子ども・子育て支援対策調査特別委員会（衛生部）の報告資料にあり

１ 令和６年度「あだちスマイルママ＆エンジェルプロジェクト（ＡＳＭＡＰ）」の 

実績及び令和７年度の主な取り組み方針について 

（衛 生 部） 



厚生委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

１ 「すこやかプラ

ザ あだち」のオ

ープニングセレモ

ニー及び、内覧会

等の実施結果に

ついて

所管課 

【江北保健センター、

衛生管理課、中央

本町地域・保健総

合支援課、医療介

護連携課、福祉ま

るごと相談課、障

がい福祉課、住区

推進課】 

オープニングセレモニー及び、内覧

会等を以下のとおり開催した。 

１ 主催 

足立区 

２ オープニングセレモニー 

（１）内容

ア 区長挨拶

イ 来賓祝辞（区議会議長、江北

地区町会・自治会連絡協議会会

長）

ウ 来賓紹介

エ テープカット

オ 江北小学校金管バンドクラブ

による記念演奏

（２）出席者数

合計４７名

（内訳） 

ア 区議会議員 ２０名 

イ 町会・自治会 １３名 

ウ 関係団体 １４名 

３ 内覧会 

参加者数 合計１７０名 

《４月４日内訳》 

（１）議会関係者 ４名 

（２）町会・自治会関係者  ２４名 

（３）民生・児童委員  １９名 

（４）関係団体 ５０名 

《４月６日内訳》 

（１）議会関係者  ９名 

（２）町会・自治会関係者  ３６名 

（３）関係団体  ２８名 

４ 障がい者対象の施設見学会 

上記の内覧会とは別に、身体・精

神・知的障がい者を対象とした施設

見学会を実施した。 

参加者数   合計２８名 

【オープニング

セレモニー】

令和７年

４月６日(日)

１０時～１１時

【内覧会】 

令和７年 

４月４日(金) 

１３時～１５時 

４月６日(日) 

オープニング

セレモニー終

了後～１３時

【障がい者対象

の施設見学会】 

令和７年 

５月７日(水) 

１０時～１１時

３０分 

区ホームペ

ージ 

区公式 SNS 

障がい者関

連施設への

案内配付等 
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件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

《５月７日内訳》 

（１）障がい者 ２名 

（２）介助者 ２名 

（３）施設職員 １７名 

《５月１２日内訳》 

（１）障がい者 ３名 

（２）介助者   ４名 

５ 開設後 1か月の運営状況（令和７

年５月末現在） 

（１）健康チェック機器利用状況

  

 

 利用数は良好であり、特に月曜

日の機器拡大日は常設日の２倍を

超える利用となっている。 

＜１日あたり平均利用人数＞ 

チェック機器

※1
常設日 

拡大日
※2

体内糖化度 29 71 

骨健康度 29 76 

脳年齢 27 74 

推定野菜摂取量 31 73 

内臓脂肪 62 

血圧脈波 63 

体組成計 69 

ヘモグロビン量 70 

肌年齢 67 

口腔運動 65 

口腔細菌 61 

※１ 計測機能が無い機器を除く

※２ 拡大日

毎週月曜(祝日･年末年始を除く) 

午前９時３０分～１１時３０分 

午後１時３０分～ ３時３０分 

（２）６０歳からの健康リスタート教

室

申込者数はほぼ定員を満たして

おり、事業への高いニーズが継続

している（当日までのキャンセル

５月１２日(月) 

１３時～１５時 

【会場】 

すこやかプラザ 

あだち 

(江北五丁目 14

番 5号) 

１日あたり約３０人が利用

さらに拡大日は約７０人が利用
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件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

発生のため参加者数は定員には至

っていない）。 

＜申込・参加者数（定員２５人）＞ 

（３）健康コンシェルジュ

健康相談を専任する保健師１名

助産師１名を置き、いつでも誰で

も相談に応じるとともに、不妊や

更年期などの初期相談にも対応し

ている。 

＜相談件数＞ 

（４）大研修室

最大 300人収容可。高度な WEB

配信機能を備えている。 

＜大研修室稼働率＞ 

利用可能日数 
（4/21～5月末） 

39日 

稼働日数 25日 

稼働率 64％ 

（５）福祉まるごと相談課

本庁舎別館との２拠点で“まる

ごと相談”開始となったが、新規

相談、継続相談ともに大きな混乱

なく、ご案内につながっている。 

実施日 申込 参加 男性 女性 

4/25(金) 25 22 2 20 

5/17(土) 25 19 11 8 

5/23(金) 25 21 10 11 

5/31(土) 24 11 4 7 

合 計 99 
73 

(100%) 

27 

(37%) 

46 

(63%) 

平均／回 24.8 18.3 6.8 11.5 

相談件数 
(4/21～5月末) 

140件 

平均／日 5.8件 
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件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

＜相談状況＞ 

来所相談 113件 

電話相談 373件 

アウトリーチ 51件 

メール 10件 

合計 547件 

６ 今後の方針 

引き続き、施設・事業のＰＲを行

い利用者の増加を図るとともに、区

民の期待に応えられるようサービス

向上に努めていく。 
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厚生委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

２ 「第７回あだち保

護猫たちの譲渡

会」の開催結果に

ついて 

所管課 

【生活衛生課】 

 足立区内で保護等された保護猫の譲

渡会を、ＮＰＯ法人３団体との共催で

開催したので結果を報告する。また、

当日は、ＮＰＯ法人の日頃の活動や保

護猫カフェの紹介をはじめ、猫の適切

な飼育や地域猫活動等に関する動画・

パネル展示を合わせて実施した。 

１ 保護猫の譲渡会の開催結果 

（１）入場者数  ３４２名 

（２）譲渡先内定 ３９匹中２７匹

（６９.２％） 

２ 主な感想 

（１）足立区の譲渡会、とてもきちん

としていて、来場して良かった。 

（２）パネル展では防災の情報などあ

り良い機会となった。 

（３）こういう機会がある事にもっと

注目して保護猫活動を応援したい

と思います。 

（４）どの子もかわいいと思いつつ、

受け入れ環境が整っていないため

もっと色々勉強します。 

３ 今後の予定 

（１）今年度２回目は９月２８日

（日）予定 

（２）３回目は１月以降で調整中

令和７年６月 

１日（日） 

正午～午後３時 

中央本町一丁目

17番１号 

本庁舎１階議会

エントランスほ

か 

あだち広報、

区ホームペ

ージ、ＳＮ

Ｓ等で情報

発信 
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厚 生 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年７月４日 

件 名 
令和６年度 ハクビシン・アライグマ対策の実績報告及び令和７年度の主な

取り組み方針について 

所管部課名 衛生部足立保健所生活衛生課 

内 容 

令和６年度のハクビシン・アライグマ対策の実績について、以下のとおり

報告する。 

１ 事業実績 

相談件数(※1) 捕獲器設置数 捕獲数 屋内侵入

口閉塞工

事費用助

成 (※2) 

調

査

無 

調

査

有 

屋

外 

屋

内 

ﾊｸﾋﾞ

ｼﾝ

ｱﾗｲ

ｸﾞﾏ

令和 4

年度 
162 104 58 56 56 ‐ 30 21 9 － 

令和 5

年度 
308 185 123 117 101 16 46 13 33 2 

令和 6 

年度 
333 182 151 151 139 12 84 29 55 5 

0

100

200

300

400

相談件数

調査無 調査有
R4 R5 R6

162

333
308

58

104

123

185

151

182

0

50

100

150

200

1 2 3

捕獲器設置数

屋外 屋内

56

117

151

56
101

16

12

139

R4 R5 R6

（件）

0

20

40

60

80

100

捕獲数

ハクビシン アライグマ
R4 R5 R6

33

21 13
29

55

9

30
46

84

（件）

0

1

2

3

4

5

6

屋内侵入口閉塞工事

費用助成

R4 R5 R6

2

5

（件）

（件） 
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※１ 相談件数の調査有は、捕獲器設置の申請を受け現場調査を行った

件数となる。調査無は、目撃情報や被害状況の相談、専門事業者や

関係機関の案内等を行った件数となる。 

※２ 屋内侵入口閉塞工事費用助成

令和５年１０月から開始した事業となる。区の事業で屋内に捕獲

器を設置した方を対象に、住宅への侵入口閉塞工事に係る工事費用

の相当額のうち、１０万円を上限に補助している。 

２ 令和７年度の主な取り組み方針 

（１）あだち広報(５月２５日号)をはじめ、区施設でのチラシ配布、ホーム

ページやＳＮＳ等を通じて対策事業の周知を図り、区民の不安払拭を目

指していく。 

（２）相談受付の際は事業内容を丁寧に説明すると同時に、申請受付時には

設置期間や利用者に実施していただくこと（餌の用意や作業時の立ち会

い等）などを丁寧に説明していく。 

（３）「捕獲器（箱わな）」設置による捕獲事業及び屋内への侵入口閉塞作

業に係る工事費用助成事業を実施し、被害でお困りの方を対象に生活環

境被害の軽減を図っていく。 
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